
※お問合せ先は「特定マンション（長寿命化工事マンション）　固定資産税減
　額制度のご案内」をご確認ください。
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特定マンション（長寿命化工事マンション）
必要書類発行依頼先のご案内

対象工事（大規模の
修繕工事）を実施し

ていること

戸数が１０戸以上あ
ることを証する書類

管理計画認定申請

住宅課

管理計画認定マンショ
ンに関する認定通知書

管理計画の認定を受
けていること

特定マンション（長
寿命化）申告書

認定・作成・発行

作成・発行
大規模の修繕等証明書

減額要件 発行依頼先 必要書類

市のホームページより様式をダウンロードしてください。
※納税義務者（申告者）欄には申告者全員を記入してください。

こちらの書類には決まった様式がないため、１０戸以上あることが
わかる平面図等をご用意ください。


